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■幼児教室
▼とき
　２月18 日（水）　午前10時 30 分～ 11 時 30 分
　※警報発令時中止。
▼ところ　子育て支援センター
▼対象　１歳児～就学前児
▼持ち物　着替え・お茶・タオル
▼内容　ひな人形作り
■園庭遊び・子育て相談・身体計測
▼とき　２月25 日（水）
　　　　午前 10 時～ 11 時　※雨天中止
▼ところ　淡輪・深日・多奈川各保育所
▼持ち物　着替え・帽子・お茶・タオル
▼問合せ　淡輪保育所　☎ 494 － 3567

�z�›�¯�Ã���%�c�$�v�c�5�z�›�¯�Ã���%�c�$�v�c�5
■豆まき遊び

張り子の鬼の口にお手玉を投げて遊びます
　２月３日（火）　10 時 30 分～ 11 時
　２月４日（水）　15 時～ 16 時
■親子で楽しむ“わらべうた”
　２月 17 日（火）　11 時～ 11 時 30 分
　※乳幼児（０～１歳児対象）
■定例おはなし会　
　２月 10 日（火）　10 時 10 分～ 12 時
　（保育あり）見学できます。
　２月 28 日（土）　14 時～ 15 時
　※「子どもに語るおはなしの講座」
　休館日については岬だよりカレンダー　マークを
　参照下さい。
▼ホームページ　http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
▼問合せ　☎・FAX　492 ‐ 6050　

�ž

～400ml 献血にご協力ください～

救急安心センターおおさか
☎＃ 7119
☎ 06 － 6582 ー 7119
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健 康 ス ケ ジ ュ ー ル

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

たまごクラブ
（両親教室・要予約）妊婦とその家族（要予約）

○１回目　３月８日（日）
○２回目　３月 19 日（木）
○３回目　３月 22 日（日）
　午前 10 時～正午
※２回目のみ子育て支援センター

▼これからお母さんになら
れる方々が、交流を深めて
楽しい子育てができる良い
機会になります。パパ・マ
マ参加しませんか？
※予約制です。保健センタ
ーまでお電話ください。
▼肝炎ウイルス検査・大腸
がん検診以外は予約が必要
です。
▼各種がん検診については
有料ですが、生活保護世帯、
もしくは 70 歳以上の方は無
料になります。詳しくはお
問い合わせください。
▼「保健師健康相談」、「心
の健康相談」は「各種相談」
のページ（17P）に掲載して
います。
▼毎月10 日までの健康スケ
ジュールは前月号に掲載し
ています。くわしくは「平
成26年度健康づくり日程表」
でお知らせしていますので、
1 年間大切に保管して健康づ
くりにお役立てください。

発達クリニック
（要予約）

　乳幼児（小児科医師の相
談があります。）

２月 16 日（月）
午後１時 30 分～　

特定健診
国保若年特定健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査

●特定健診
　国保加入者で 40 歳～ 74
歳の方、または満 40 歳以上
の生活保護世帯の方
●国保若年特別健診
　S50 ４.１以降に生まれた方
で満15歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）

２月 23 日（月）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

大腸がん検診 満 40 歳以上 ２月 23 日（月）
午前９時 30 分～午後２時 30 分

乳がん検診 満 40 歳以上（２年に１回）
２月 23 日（月）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
午後１時～２時 30 分

がん検診無料クーポン検診対象者の方へ
　乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診の無料クーポン券の有効期限は
平成 27 年３月末までとなっています。まだ受診されていない方は早
めに検診を受けましましょう。

年齢 生年月日
40 歳 昭和 48（1973）年４月２日～昭和 49 年（1974）年４月１日
45 歳 昭和 43（1968）年４月２日～昭和 44 年（1969）年４月１日
50 歳 昭和 38（1963）年４月２日～昭和 39 年（1964）年４月１日
55 歳 昭和 33（1958）年４月２日～昭和 34 年（1959）年４月１日
60 歳 昭和 28（1953）年４月２日～昭和 29 年（1954）年４月１日

▼大腸がん検診無料クーポン券対象者

年齢 生年月日
20 歳 平成 5（1993）年４月２日～平成 6 年（1994）年４月１日

▼子宮頸がん検診無料クーポン券対象者（女性のみ）

▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424

▼乳がん検診無料クーポン券対象者（女性のみ）
年齢 生年月日
40 歳 昭和 48（1973）年４月２日～昭和 49 年（1974）年４月１日

～400ml 献血にご協力ください～～400ml 献血にご協力ください～

献血献血

▼日時　２月 20 日（金）
　　　　午前 10 時～正午
　　　　午後１時～４時
▼場所　岬町役場
▼男性　17 歳～ 69 歳
　女性　18 歳～ 69 歳
※ 65 歳以上の方は、60 歳～
　64 歳の間に献血経験のある
　方に限ります。
▼協力　岬町商工会
▼問合せ　保健センター　
　　　　　☎ 492 － 2424
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　下水道が完成すると、みなさんのご家庭で水洗トイレを使用したり、台所、お風呂などの汚水も下
水道に流すことができます。しかし、せっかくできあがった下水道も各家庭に接続していただかない
と地域一帯の生活環境の改善が進みません。下水道が使えるようになった地域のご家庭は、１日も早
く下水道に接続をお願いします。

公共下水道への接続はお済みですか？

　自分の家が下水道の使用できる地域かどう
かなど、水洗化に関してご不明な点等がござ
いましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼問合せ
　土木下水道課　下水道係　☎ 492 ‐ 2026

◆ご家庭が下水道につながると…
▼トイレを水洗化できます
　汲み取り便所から水洗トイレになり、幼いお子
さんやお年寄りも安心して快適な生活ができます。
▼まちなみが清潔になります
　家庭などからの汚水が下水道に流れるので、家
のまわりに汚れた水が溜まらず、まちなみが清潔
になります。

◆水洗便所改造工事資金助成制度があります
　供用開始から３年以内に改造工事を行うと、
補助金が交付されます。補助金の額は次のとお
りです。
○供用開始日から１年以内　４万円
○供用開始日から２年以内　３万円
○供用開始日から３年以内　２万円
※供用開始日は地域によって異なりますのでご
注意ください。
◆「融資あっせん制度」があります
　１件につき 50 万円が上限です。助成制度及び
融資あっせん制度の利用は、改造工事に限ります。
　※新築、建替工事は対象外です。

▼川や海がきれいになります
　トイレや台所、お風呂などの汚水が下水道で処
理され、河川や海などがきれいになり、水環境が
改善されます。
◆排水設備工事は町の指定業者で…
　みなさまが安心して下水道の排水設備工事がで
きるように、岬町では下水道排水設備工事業者を
指定しています。指定排水設備工事業者でなけれ
ば工事を行うことはできません。
※指定排水設備工事業者は、土木下水道課窓口で
業者一覧表を配布しています。

12 月の議会の主な活動
２日　定例会（１日目）
３日　定例会（２日目） 
５日　事業委員会
６日　深日小まつり（深日小学校）
　　　ふれ愛もちつき大会（多奈川小学校）
９日　厚生委員会
　　　農業委員会視察（～ 10 日）
10 日　総務文教委員会
11 日　例月監査
12 日　第二阪和国道建設促進委員会
14 日　みさきファミリーマラソン大会
16 日　深日港活性化特別委員会、 行財政改革委員会
19 日　議会運営委員会、 全員協議会、
　　　定例会（３日目）
　　   全員協議会
27 日  年末夜警（～ 30 日）出陣式

◆悪質な投資勧誘にご注意
　手口はますます巧妙化してい
ます。あの手この手で、あなた
のお金が狙われています！

「未公開株」「私募債」「ファンド」
「不動産」「エネルギー資源」な
ど様々な投資商品について、投
資詐欺が発生しています。悪質
業者は、言葉巧みに話を持ち掛
け、すぐに取引しないと、権利
がなくなるなどと急がせ、早く
お金を渡すように要求してきま
す。お金を渡す前に、ぜひ近畿
財務局へ相談してください。
▼問合せ　
　きんざい金融ホットライン
　☎ 06 － 6949 － 6259
　（平日９時～ 17 時）
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平成27年度学童保育室入室申込のご案内
　４月からの学童保育室入室申込みの受付を行いますので、利用を希望される方は、次の要領によりお申
込みください。なお、現在、学童保育室を利用している児童も申込みが必要です。
▼入室できる基準

▼学童保育室の概要

※多奈川小学校に在籍されている児童については、深日学童保育室での合同保育となります。多奈川小学
校から深日小学校までは送迎を行いますのでご利用ください。

▼問合せ　子育て支援課　☎492‐ 2709 

名称 場所 定員 開設時期・時間・休室日等 保育料等

淡輪学童保育室 淡輪小学校 90名
▼開設期間
　４月1日～平成28年３月31日
▼開設時間
○登校日　授業終了後～19時
○休校日　８時30分～19時
▼休室日   日曜日、国民の祝・休日、年末年始

▼保育料（減免制度有※）
　月額5,200円
▼おやつ代等
　月額1,600円
▼傷害保険料
　年額800円

深日学童保育室 深日小学校 30名

　４月より小学校（視覚支援・聴覚支援・支援学校を含む）１年生から６年生まで
に在籍し、保護者が労働または疾病等の理由で昼間家庭にいない児童。
▼受付（申請書類は子育て支援課・各学童室・町内各保育所にあります）
○期間　２月９日（月）～２月20日（金）※土・日・祝を除く
○時間　９時～17時 30分（各保育所は８時30分から 17時まで、各学童室
は学校終了後から午後7時まで）
○場所　子育て支援課、各学童室、または町内各保育所

※減免制度の対象　生活保護世帯、前年度の町民税が非課税世帯等

◆振り込め詐欺に注意！
　犯人は、市役所や社会保険事
務所の職員を名乗り、「医療費
の過払い金があるので、ATM
に行ってください」と言って電
話をかけてきます。ATM で医
療費や税金の返金手続きはでき
ません。「こちらの言うとおり
に入力すればお金が返ってきま
す」は詐欺！
　また、警察官を騙り、「口座
が悪用された」等と不安をあお
ってキャッシュカードやお金を
だまし取ろうとする不審電話も
多発しています。さらに、レタ
ーパックや宅配便で現金を送ら
せる詐欺も増加！絶対に送らな
いように注意してください。
▼問合せ　大阪府警察本部
　☎ 06 － 6943 － 1234

　（内線 34442）　

　大
おおさかふない

阪府内に住
す

み、義
ぎ む

務教
きょういく

育の年
ねんれい

齢（満
まん

15 歳
さい

）をこえている

人
ひと

のうち、いろいろな事
じじょう

情で中
ちゅうがっこう

学校を卒
そつぎょう

業していない人
ひと

を対
たいしょう

象

に、夜
やかん

間に中
ちゅうがっこうきょういく

学校教育を 行
おこな

っています。

　日
にちじょうせいかつ

常生活に必
ひつよう

要な基
き そ

礎的
てき

な学
がくりょく

力や知
ちし き

識を身
み

につけることがで

き、中
ちゅうがっこう

学校の卒
そつぎょう

業資
し か く

格を取
と

ることができます。

　「あいうえお」から勉
べんきょう

強でき、授
じゅぎょうりょう

業料は無
むりょう

料です。

※外
がいこくせき

国籍の方
かた

も、入
にゅうがく

学できます。

▼入
にゅうがくきかん

学期間　　４月
がつ

１
ついたち

日（水
す い よ う び

曜日）～４月
がつ

30 日
にち

（木
も く よ う び

曜日）

　※土
ど

、日
にち

、祝
しゅくじつ

日は除
のぞ

きます。

▼受
うけつけきかん

付期間　４月
がつ

30 日
にち

（木
も く よ う び

曜日）まで

▼申
もう

し込
こ

み・問
といあわ

合せ

　○岸
きしきちゅうがっこうやかんがっきゅう

城中学校夜間学級　☎438－6553

　○岸
きしわだしきょういくいいんかい

和田市教育委員会　☎ 423 － 9607

岸
き し き

城中
ちゅうがっこう

学校夜
や か ん

間学
がっきゅうせい

級生募
ぼしゅう

集
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◆泉南警察署からお知らせ
■自転車には必ず鍵を掛けまし
ょう！
　鍵を掛けないために、自転車を
盗まれる被害が急増しています。
大切な自転車を盗まれないために、
○鍵は、２ロック（チェーン錠
などの補助錠）しましょう。
○自宅敷地内に停める場合で
も、鍵を掛けましょう。
○防犯登録をしましょう。
※自主防犯対策を積極的に行い
ましょう！
■被害者カウンセリング制度！
　警察では、犯罪による被害を受
けた後、直接的な被害だけでなく、
○精神的被害の大きい性犯罪等
の被害者の方々のために、カウ
ンセラーを派遣
○殺人、交通死亡事故等の一定
の重要犯罪被害者の遺族の方々
に、カウンセリングの専門機関
を紹介
など、心の痛みを癒すためのカウ
ンセリング制度を導入しています。
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 1234

◆関空就職フェア
　～関西空港で働こう！！～

　昨年９月に開港 20 周年を迎え
た関西空港では、海外からの旅行
客も増え、注目度が高まってきて
います。関西空港では、航空会社
だけではなく様々な企業や仕事が
ありますが、今回は 20 社の企業
に参加いただき、直接面接できる

「就職面接会」を開催いたします。
また、就活にすぐに役立つセミナ
ーも同時開催いたします。セミナ
ーのみの参加や企業の説明を聞き
たい方も大歓迎です。
▼日時　２月 20 日（金）
　13時30分～16時（受付13時～）

ケーブルテレビのデジアナ変換サービスが終了します

デジアナ変換

ご確認ください！　テレビ画面の右上に「デジアナ変
換」の表示はありませんか？表示が
ある場合、そのテレビは、地上デジ
タル放送（地デジ）をアナログ放送
の方式に変換して放送するデジアナ
変換サービスにより視聴できていま
す。このサービスは今月中に終了し
ますので、サービス終了後はテレビ
が見られなくなります。
■ J:COM りんくうのデジアナ変換終了日について
　J:COM りんくうでは、２月 17 日にデジアナ変換サービスを終
了します。終了時間は正午を予定しています。
▼問合せ　J:COM カスタマーセンター

　☎ 0120 ‐ 999 ‐ 000（９時～ 21 時）　
■地デジの準備をお急ぎください
　地デジを受信してテレビをご覧いただく方法は３つあります。
○ご覧のケーブルテレビと契約する
○デジタルテレビに買い替える
○地デジチューナーを購入する
▼問合せ　総務省地デジコールセンター☎ 0570 － 07 － 0101
　（９時～ 18 時）
■地デジチューナーを無償給付します
　総務省では、デジアナ変換により地デジを視聴している世帯に対
して、簡易な地デジチューナー１台を無償で給付しています。NHK
の放送受信料が全額免除となっている世帯のうち、次のいずれかの
世帯が対象です。
○生活保護などの公的扶助を受けている世帯
○障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の措
置を受けている世帯
○社会福祉施設に入所している世帯
○東日本大震災により被害を受け、一定の条件を満たす世帯
▼問合せ　総務省地デジチューナー支援実施センター

　☎ 0570 － 034 － 037　

▼場所　スターゲートホテル関
西エアポート４階　鳳の間（南
海・ＪＲ線　りんくうタウン駅
下車すぐ）
　詳しくは、ハローワーク泉佐野
ホームページか下記問合せまで。
▼問合せ　ハローワーク泉佐野
　☎ 463 － 0565
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◆肝臓病専門相談会
▼日時・医師
○２月 19 日（木）　しんめん
内科クリニック院長　新免寛治
先生
○３月 12 日（木）　中井内科
医院長　中井誠二先生
※いずれも午後２時～４時
▼場所　保健センター
▼内容　専門医による個別相談
　　　　（１人 20 分程度）
▼予約・問合せ（要予約）　
保健センター　☎ 492 － 2424

その他◆肝臓病講演会
▼日時　２月 26 日（木）　
　　　　午後２時～３時 30 分
▼場所　保健センター
▼内容　「肝臓病の最新情報」
～ B 型肝炎、C 型肝炎、脂肪
肝について～
▼講師　高松診療所（岸和田徳
州会病院顧問　肝炎外来担当）
　院長　高松　正剛先生
▼予約・問合せ（要予約）　
保健センター　☎ 492 － 2424

◆岬町議会議員一般選挙
　４月 30 日に任期満了となる
岬町議会議員一般選挙の日程が
次のとおり決定されました｡
○告示日　４月 21 日（火）
○投票日　４月 26 日（日）
■立候補者予定者説明会
　岬町議会議員一般選挙への立
候補手続きなどを説明するため
に次のとおり立候補予定者説明
会を開催します｡
▼とき　２月 20 日（金）　
　　　　午後１時 30 分から
▼ところ　岬町役場２階会議室
※会場の都合により、立候補予
定者１名につき３名までの出席
でお願いします｡
▼問合せ　岬町選挙管理委員会
事務局　☎ 492 － 2721

ハンセン病を正しく理解しましょう

　ハンセン病はかつて「らい」あるいは「らい病」と呼ばれて
いました。平成８年「らい予防法」が廃止された時、それまで

「らい」についた悲惨なイメージをすべて解消するという意味
から「ハンセン病」と呼ぶよう改められました。ハンセン病は
感染力の弱い感染症であり、遺伝することはありません。また、
早期発見と適切な治療により確実に治すことができます。
　しかし、かつて我が国では「らい予防法」の下で患者さんを強
制的に隔離する「隔離政策」がとられていたことなどから、人々
の間に「怖い病気」として定着してしまい、患者さんはもとより
その家族にも強い偏見や差別を受けてしまいました。今なお、社
会における偏見や差別は解消されておらず、そのために療養所の
外で暮らすことに不安があり、安心して退所できないという入所
者の方もいらっしゃいます。私たち一人ひとりがハンセン病につ
いて正しい知識と理解を持ち、元患者さんが地域に戻って来られ
るような温かい社会を目指すことが大切です。
■ハンセン病問題講演会
▼テーマ　大阪にあったハンセン病療養所「外島保養院」の移
転問題から考えよう現在も続く排除と差別の理論　～障害者差
別解消法の施行に向けて～
▼日時　２月 14 日（土）　午後１時 30 分～４時 30 分
▼会場　大阪市立阿倍野区民センター　２階大ホール
▼費用　資料代 500 円
▼その他　申込不要。当日先着 600 名。点字資料が必要な方は、
事前にお問い合わせください。
▼問合せ　ハンセン病回復者支援センター

　☎ 06 － 7506 － 9424　

◆大阪府下一斉無料法律
　相談
　全国共通法律相談ナビダイヤ
ルひまわりお悩み 110 番開設２
周年を記念して「大阪府下一斉
無料法律相談」が実施されます。
▼とき
　３月７日（土）13 時～ 16 時
　　（要予約）
▼ところ　役場住民活動センター
▼定員　６名
　（おひとり 30 分、先着）
▼申込期限　３月３日（火）
▼主催　大阪弁護士会　
※なお、毎月第２、４水曜日に定
例無料法律相談会を開催していま
すのでご利用ください。（P17参照）
▼予約・問合せ　
まちづくり戦略室企画政策担当

　☎ 492 ‐ 2775　
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福　祉
◆「地域医療や認知症の
　予防・診断・治療」講演会
　高齢社会によって認知症はま
すます私達の身近な病気になる
ことが予想されます。岬町医療
機関の医師より、地域医療や認
知症予防と早期発見・早期治療
について学びましょう。
▼日時　２月 26 日（木）
　14 時～ 16 時
　（受付開始 13 時 30 分）
▼場所　岬町役場２階会議室
▼講師　医療法人誠人会与田病院
　　　　理事長　赤井俊洋医師
▼申込　２月 12 日（木）より高
齢福祉課まで直接または電話申込
▼定員　50 人（先着順）
▼申込先・問合せ
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716

◆高齢者（65 歳以上）
　の所得税・住民税の
　障害者控除等
　障害者手帳の交付がない場合で
も、要介護認定（要介護 1 ～ 5）
を受けている場合など日常生活に
介助が必要な人は、障害者控除の
対象となります。確定申告時に高
齢福祉課が発行する「障害者控除
対象者認定書」が必要です。また、
介護保険の認定を受けられて、昨
年、「おむつ代の医療費控除」を
受けた人は、2 年目から医師が発
行したおむつ使用証明書に代え
て、高齢福祉課が発行する「確認
書」でも控除が受けられます。い
ずれも高齢福祉課で申請手続きが
必要です。
▼問合せ　高齢福祉課介護保険係
　　　　　　　☎ 492 ‐ 2703

国民年金保険料の前納割引制度
　国民年金保険料をうっかり忘れて納付期限を過ぎていた、忙しく
て金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う時間がないとい
う方は、便利な口座振替をご利用ください。　
　口座振替の振替方法は、次の５種類から自由に選んでお申し込み
いただくことができます。
○２年前納（４月～翌々年３月分）
○１年前納（４月～翌年３月分）
○６カ月前納（４月～９月分、10 月～翌年３月分）
○当月末振替（早割）　※本来の納付期限よりも１か月早く口座よ
り振替する方法です。
○翌月末振替　※保険料の割引はありません。
　国民年金保険料をまとめて前払い（前納）すると、割引が適用さ
れるのでおトクです。（なお、平成 27 年度の保険料額は、平成 27
年２月下旬に告示される予定です。）
　口座振替を希望される場合は、預貯金口座をお持ちの金融機関（ゆ
うちょ銀行を含む）、または年金事務所へ「国民年金保険料口座振
替納付（変更）申出書」をご提出ください。（郵送も可）
　申出書は、年金事務所の窓口に備え付けていますが、日本年金機
構のホームページにある申込用紙をプリントアウト（白黒も可）し
て年金事務所へ郵送することもできます。
▼口座振替のお申込み
　申し込みの際には基礎年金番号の記入が必要です。基礎年金番号
は、年金手帳や日本年金機構からの郵送物等でご確認ください。また、
金融機関届出印の押印も必要です。金融機関届出印や口座名義人氏
名に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注
意ください。
※口座振替での平成 27 年度分１年前納・６カ月前納（４月～９月
分）・２年前納の締切日は、平成 27年２月 27日（金）です。
　なお、すでに口座振替で前納されている方は、再度のお申込みの必
要はありません。ただし、１年前納から２年前納への変更など、振替
方法を変更される場合は、再度お申し込みが必要です。また、保険料
が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用いただけません。
　初めて口座振替で前納制度をお申込みされた場合は、直前の３月
分 [ ６カ月前納の場合→４月末振替時は３月分、10 月末振替時は９
月分、当月末振替 ( 早割 ) の場合→前月分 ] の保険料が未納の場合
は、前納保険料額と同時に振替となります。なお、残高不足で口座
からの振替ができなかった場合は、次の振替日（２年前納、１年前
納の場合は翌年４月末）までの間、割引が無い翌月末振替になります。
平成 27 年４月中旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」で実
際に口座から振替される金額を確認し、預金残高にご注意ください。
　　　　　　　　　　▼問合せ　〇貝塚年金事務所　☎ 431 － 1122
　　　　　　　　　　　　　　　〇役場保険年金課 　☎ 492 ‐ 2705
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◆軽自動車税の改正
　３輪以上の軽自動車は、平成 27 年４月 1 日以後に新規登録され
た車輌より新税率が適用されます。平成 27 年３月 31 日までに新
車登録した車輌（初めてナンバープレートの指定を受けた車輌）は
登録後 13 年まで現行税率のままです。初めてナンバープレートの
指定を受けた月から 13 年を経過した車輌は、平成 28 年度から下
記の経年重課の税率が適用されます。

車両区分

税率（年税額）
平成 27 年 3
月 31 日まで
の登録車輌

平成 27 年 4 月
1 日以後の新規

登録車輌

登録後 13 年超
（経年重課）

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪乗用・自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

軽四輪乗用・営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

軽四輪貨物・自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

軽四輪貨物・営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

◆税務署からのお知らせ
■平成 26 年分の確定申告
　及び納税について
　平成 26 年分の所得税及び復
興特別所得税・贈与税の確定申
告及び納税期限相談、申告書の
受付及び納税は３月 16 日（月）
までです。
※所得税及び復興特別所得税の
確定申告の窓口での相談・申告
の受付は、２月 16 日（月）か
らです。

【復興特別所得税】　平成 25 年
分から平成 49 年分まで、復興
特別所得税（原則として各年分
の所得税額の 2.1％）を所得税
と併せて申告・納付することと
されています。確定申告書の作
成に当たっては、「復興特別所
得税額」欄の記載漏れのないよ
うにご注意ください。
※所得税及び復興特別所得税の
振替納税をご利用の方・・・振
替日は、平成27年4月20日（月）

です。
　平成 26 年分の個人事業者の
消費税及び地方消費税の確定申
告及び納税期限相談、申告書の
受付及び納税は平成 27 年３月
31 日（火）までです。
※消費税（地方消費税を含む。）
の税率は、平成 26 年４月１日
から８％です。
平成 26 年分の消費税及び地方
消費税の確定申告書は、課税取
引を旧税率が適用されたものと
新税率が適用されたものとに区
分した帳簿等に基づき作成する
必要があります。
　なお、平成 26 年４月１日以
後に行われる取引であっても、
経過措置により旧税率が適用さ
れる場合があります。
※振替納税をご利用の方は、振
替日は、平成27年4月23日（木）
です。
○納税に係る留意事項
※申告書の提出後に、税務署か
ら納付書や納税通知等による納

税のお知らせはありませんの
で、所轄税務署又は最寄りの金
融機関で上記各税目の納期限ま
でに納付してください。納付書
をお持ちでない方は、所轄税務
署又は最寄りの金融機関に用意
してある納付書を利用してくだ
さい。
※新たに振替納税を利用される
方（振替口座を変更する場合を
含む）は、「預貯金口座振替依
頼書兼納付書送付依頼書」を、
上記各税目の納期限までに所轄
税務署まで提出してください。
○申告書を作成するとき
　国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」では、
画面の案内に従って金額等を入
力することにより、税額などが
正しく計算され、計算誤りのな
い所得税及び復興特別所得税、
消費税及び地方消費税の確定申
告書や青色申告決算書などを作
成することができますので、是
非ご利用ください。作成したデ
ータは、e-Tax を利用して提出
することができるほか、印刷し
た「書面」により提出すること
もできます。
○泉佐野税務署にご来署される
方へ
　相談会場の混雑状況や相談内
容によっては申告書の作成等に
時間を要しますので、お早め（16
時まで）にお越しください。混
雑状況によっては、申告相談の
受付を 17 時より前に終了させて
いただく場合があります。なお、
申告の相談の際には、「前年分の
申告書の控え」、「源泉徴収票」、

「所得控除に係る各種証明書」な
ど 確定申告書の作成に必要な書
類を持参してください。
▼問合せ　泉佐野税務署総務課
　　　　　　　☎ 462 ‐ 3471▼問合せ　税務課課税係　☎ 492 － 2752
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人 の 動 き

平成 27 年１月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６７８
１６，７６８人
   ７，８７８人
   ８，８９０人

（－　６）
（－１９）
（－　７）
（－１２）

前月比

税
◆平成 27 年度町民税・
　府民税の申告について
　平成 27 年度町民税・府民税
の申告期間は、2 月 16 日から
3月 16 日までです。
　この申告は町民税・府民税額を
正しく算定する基礎となり、所得
証明・課税（非課税）証明等の発
行のほか、国民健康保険料・後期
高齢者医療保険料・介護保険料等
の算定の資料となる重要なもの
ですから、必ず期限内に申告して
ください。ただし、次の方は申告
の必要はありません。
○平成 27 年 1 月 1 日現在、岬
町に居住していなかった方
○税務署へ所得税の確定申告を
される方
○給与所得のみの人で、勤務先
から岬町役場へ給与支払報告書
が提出されている方
○生計を一にする親族の扶養家

族になられている方
※平成26年中に学生であった方、
アルバイト等の給与収入が 93 万
円以下の方は、電話での申告も
可能です。電話で申告される場
合は、「住所」・「氏名」・「生年月日」・

「電話番号」・「収入の種類と金額」・
「収入先」・「扶養親族の氏名・生
年月日」等、学生の方は以上に
加え「学校名と卒業予定年月」
をお伝えください。
※町民税・府民税の申告受付会
場では、給与所得や公的年金所
得がある方の「所得税の確定申
告」も受け付けておりますが、
サラリーマンの還付申告・公的
年金等受給者に係る申告等の簡
易なものに限らせていただきま
す。内容によっては、相談・受
付が出来ない場合がありますの
でご了承下さい。
※申告書は郵送でも受付します。
郵送で提出される方のうち受付
書に受付印を希望される方は、
返信用封筒（宛名記入・82 円
切手貼付）を同封してください。

期間 場所 持参するもの
２月 16 日（月）
　　　～３月 16 日（月）
　※土・日除く
＜午前の部＞
　午前９時 30 分～正午
＜午後の部＞
　午後１時～５時
※午前・午後とも終了時
間の 30 分前までにご来
場ください。

水道庁舎
１階

特設会場

○印鑑（認印）
○源泉徴収票（給与、公的年金
　等）や収入のわかる書類
○社会保険料（国保・後期高齢・
　介護・国民年金保険料等）控
　除のための証明書、領収書 等
○生命保険料控除、地震保険料
　控除のための証明書等
○医療費控除に必要な領収書等

（事前に集計してください）

○申告の受付期間など

※水道庁舎は災害等の非常時には災害対策本部が設置されます。その際
には申告の受付を中止する場合がありますのでご了承下さい。

■公的年金等受給者の方へ
　公的年金等の収入金額が 400 万
円以下などの理由により、確定申
告が不要な方であっても、町民税・
府民税の申告により源泉徴収票
に記載のない控除を追加するこ
とで、住民税額が減額される場合
があります。
　「町民税・府民税の申告」をさ
れない場合は、年金保険者（日本
年金機構・各共済組合等）からの
資料（公的年金等支払金額・人的
控除・天引きされた社会保険料等）
のみで町民税・府民税の課税計算
をすることになります。
　国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料・介護保険料（普通
徴収分）等の社会保険料控除、
生命保険料控除、地震保険料控
除、その他の控除の追加が必要
な方は必ず申告してください。
■遺族年金・障害年金等を受給
　されている方へ
　町民税・府民税は非課税です
が、非課税証明等の発行、国民
健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料等の算定の資
料として「町民税・府民税の申
告」が必要となります。なお、
電話での申告も可能です。
電話で申告される場合は、「住
所」・「氏名」・「生年月日」・「電
話番号」・「年金の種類」・「扶養
親族の氏名・生年月日等」をお
伝えください。
▼問合せ　税務課課税係
　　　　　☎ 492 ‐ 2752

▼郵送先
〒 599 － 0392（住所不要）　　
　岬町役場税務課課税係　宛

お忘れなく！
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ２月 10 日（火）・25 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

住民活動センター
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ２月 17 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　２月25日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp

■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ２月 13 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

２月３日（火）・17 日（火）
午後１時 30 分〜３時

監査委員室・住民活動センター（Ｂ）
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談 ３月６日（金）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 － 2424

◆乳幼児育児健康相談 ３月２日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）２月 17 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　２月３日（火）午後１時～３時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　２月 18 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　２月 25 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633



広報岬だより平成27年２月号　平成27年（2015年）２月１日発行
編集 /発行　岬町役場　まちづくり戦略室　〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1　
広報に関するご意見・問合せ☎072－492－2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）

※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は15.98円です。

泉州地域インバウンド観光セミナー

”泉州の風物詩”スタート迫る！　泉州国際市民マラソン！！”泉州の風物詩”スタート迫る！　泉州国際市民マラソン！！

　２月 15 日（日）午前 10 時 30 分にスタート。日本陸連公認コース（ワンウェイコース）に約
5,000 名が集います。制限時間は５時間です。
▼前日受付　参加ランナー増員に伴い前日受付を行います。大会当日は大変混雑しますので、できる
限り前日受付をご利用ください。※前日受付の方には粗品を進呈します。
▼前日受付日時　２月 14 日（土）９時～ 13 時
▼前日受付会場　ホテルアゴーラリージェンシー堺横　ポルタス広場（南海本線「堺」駅西口直結）
▼招待選手・姉妹都市ランナー等　中山竹通さん、塚田　空さん（SGHグループ）、中野円花さん（ノーリツ）
　※地元自治体の海外姉妹（友好）都市等からも外国人ランナーの参加が予定されています。
▼沿道応援ステーション（雨天中止有）　踊りや太鼓でランナーを応援します。
　トヨタカローラ南海諏訪ノ森店前（堺市）、上野町北交差点ローソン前（岸和田市）、大西 1 丁目
交差点ローソン前（泉佐野市）　　　
▼フィニッシュ会場イベント　大会当日には、フィニッシュ会場の泉佐野市・りんくう公園高架下駐
車場（りんくうタウン駅下車すぐ）近くの「海への道」では、午前 11 時から泉州９市４町の物産展
示販売等による「物産横丁」を開催。また、「夕日の見える丘」においては、ジェイコム企画による
トークショー、じゃんけん大会、（９市４町物産品のプレゼント）、また豪華プレゼントの当たる「大
抽選会」などのイベントを予定しています。親子ランニングも 10 時 30 分から開催します。
▼交通規制　大会当日は、マラソンコースにあたる堺阪南線（旧 26 号線）、泉佐野岩出線などでは、
交通規制が行われます。皆様のご協力をお願いします。なお、路線バスの南海バス、水鉄バスは、一
部運行休止や迂回運行します。皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろ
しくお願いします。
▼問合せ　泉州国際市民マラソン実行委員会事務局　☎ 436 ‐ 3440

　泉州地域の観光施設・店舗・事業者の方を対象に、外国人旅行客受入についての観光セミナーを開催します。
参加費は無料で、近年急増している外国人旅行客のおもてなし方などを学ぶことができます。
　詳しくは泉州観光プロモーション推進協議会ホームページ（http://welcome-to-senshu.jp/）をご覧ください。
▼日時・会場
　○ 2 月 23 日（月）14 時～　高石市役所別館３階　多目的ホール
　○ 2 月 24 日（火）14 時～　貝塚市民福祉センター　4 階大会議室
　○ 2 月 26 日（木）14 時～　阪南市商工会館　3 階研修室
▼内容　外国人旅行客の現状や動向、接客中国語会話講座など（３会場とも同一内容）
▼定員・参加費　各回 100 名（先着順）・無料。参加者の方には特典もご用意！
▼申込み
　参加者氏名、事業所名、電話番号、希望日をご記入のうえ、FAX 又は E メールでお申し込みください。
▼申込先　ツーリストエキスパーツ　〇ＦＡＸ　06 ‐ 6630 ‐ 4490　〇Ｅメール senpuro-tex@gp.knt.co.jp
▼主催　泉州観光プロモーション推進協議会（岬町をはじめ泉州地域の 9 市 4 町で構成）
▼セミナー運営受託業者　ツーリストエキスパーツ（近畿日本ツーリスト株式会社）
▼問合せ　貝塚市商工観光課　☎ 433 ‐ 7192
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